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１ 公開対象物 

  広域連合が職務上作成又は取得した文書、図画及び電磁的記録 

 

２ 目的 

広域連合の公文書を公開することにより、広域連合が行う諸活動を県民の 

皆さんに説明する責務を全うし、広く広域連合の諸事業に関する知る権利を 

尊重するとともに、県民の皆さんの広域連合への理解と信頼を深め、公正で 

開かれた広域連合の推進に資するため。 

 

３ 請求できる方 

⑴ 県内に住所を有する方 

⑵ 県内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 

⑶ 県内に存する事務所又は事業所に勤務する方 

⑷ 県内に存する学校に在学する方 

⑸ 前各号に掲げる方のほか、広域連合が行う事務事業に利害関係を有する 

と認められる方 

 

４ 公開の実施 

公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録 

についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法によ 

り行います。ただし、閲覧の方法による公文書の公開にあっては、当該公文 

書の保存に支障を生じるおそれがあると認めるときその他正当な理由がある 

ときは、その写しにより行うこととします。 

 なお、開示請求を行う場合には、所定の公開請求書（様式第１号）を提出し

ていただきます。 

 

５ 非開示情報 

  宮崎市情報公開条例第７条に規定する「非開示情報」については開示でき

ません。 

 

６ 手数料等 

公開請求に係る手数料は、無料です。ただし、公文書の写しの交付を受け 

られる場合は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担いただきます。 
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７ その他 

  広域連合が行う情報公開は、宮崎市の例規を準用して実施することとなっ 

ています。詳細につきましては、宮崎市の条例や規則を参照してください。 


